
高等学校等就学支援金の手続は

オンライン申請でお願いします！

これから就学支援金を申請する方々へ

オンライン申請のメリット

申請手順（※4月に入ってから入力します）

学校から配布される
ID・パスワードを入力します。

ログイン1
支給を希望するかしないかを
選択します。

意向登録2

学校で登録された情報から
変更がないか確認します。

生徒情報
の確認

3
審査対象の保護者を確認し、
氏名や生年月日等を入力します。

保護者情報
の入力

4

審査に必要な課税情報やマイナンバー情報を登録します。
登録方法は、裏面をご覧ください。

収入状況
の登録

5

確認事項をチェックし、「本内容で申請する」ボタンを押すと、申請完了です。
審査完了後は、学校から支給可否を示す通知書が届きます。
※メールアドレスを登録した場合は、お知らせのメールも送信されます。

提出6

編集 栃木県

✓ パソコンやスマートフォンで、どこでも手続ができます
✓ 登録内容の確認・変更が簡単です

※手続は、入学時、毎年７月に必要です（毎年の課税情報で審査するため）

※収入の有無に関わらず親権者が
2名の場合は2名とも入力

申請はこちら

https://www.e-shien.mext.go.jp/eshien-s-web/login/login


スマートフォン又は
ICカードリードライタで

読み取ります

マイナポータル

ボタンを押下します

課税情報等が自動で転記され、
そのまま申請できます。

✓ 申請手順の詳細については、文部科学省HPに以下の資料を掲載しています。
• 申請者向け利用マニュアル
• よくあるFAQ
• オンライン申請の説明動画

✓ オンライン申請する環境がない場合は、学校へお問い合わせください。

申請手順（5.収入状況の登録）

保護者等の収入状況は、次のいずれかの方法で登録します。

お困りの際は

保護者等のマイナンバーカードを読み取り、マイナポータルから課税情報等を取得します。
※マイナンバー情報を提出する必要がなく、税情報を自分で確認できます。

自分で課税情報を取得し提出する場合B

都道府県で課税情報等を確認するため、保護者等の個人番号を入力します。

(個人番号は、通知カードや個人番号入り住民票で確認します。）

※毎年７月に必要な手続を簡略化できます。

個人番号を入力して提出する場合A

特別な事情により、上記Ａ、Ｂの方法で登録することができない場合は、学校へお問い合わせください。

A、Ｂのいずれも難しい場合C

提出後、都道府県担当者が
個人番号で課税情報等を確認し、

登録します

都道府県

文部科学省HP

【問合せ先】益子芳星高等学校事務室（TEL：0285－72－5525）

※エラーとなる場合はAの方法で
申請してください。

Ａ を 推奨

申請手順動画は
こちら

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/01753.html
https://www.youtube.com/watch?v=mjP54vzAS3s
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